
カネショウさんの回収車 

資源集団回収へのご協力のお願い 
 

２０２５年７月          

エヌ・シティ東自治会 環境部会 

 

エヌ・シティ東自治会は、八王子市地域リサイクル活動（資源集団回収）補助金交付制度に基づく資源回収を、市の

登録業者であるカネショウさんに委託し、実施しています。 

 

回収された資源ごみの量に応じて、市から補助金が交付され、自治会の貴重な財源になっています。 

資源ごみは、できるだけ自治会の資源回収日に出してくださるようご協力ください。 

 

１． 回収実施日   毎週木曜日 祝日も回収いたします。 

今年度回収しない日は、２０２６年１月１日のみです。 

 

２．回収方法  各住宅の道路に面した敷地内に置かれた資源ごみを個別回収いたします。 

資源ごみは、午前９時までに、道路から見やすい位置に、置いてください。 

回収車両が動く限り、大雨でも雪でも回収してくださるそうです。 

 

３． 回収品目 

十文字に縛ってください。チラシは入っていてもかまいません。
新聞用紙袋に入れた場合も、同様に十文字に縛ってください。

(7)

新聞

雑誌

雑紙
（ざつがみ）

段ボール

紙パック

アルミ缶

古着古布

(1)

(2)

(3)

(4)

箱、包装紙、ロール紙、封筒などの雑紙は、袋に入れて縛ってください。

衣類、タオル、シーツ、毛布などが回収対象です。
透明か半透明のビニール袋に入れて口を縛ってください。重量制限はありません。
  雨天時や雨が降りそうな時には、出さないでください!

牛乳パックなど 裏面が白色で、　　　　　　のマークがついているもの。
バラけないように、十文字で縛ってくください。
  裏面が銀色の紙パックは、回収できなくなりました!

十文字に縛ってください。　本、カタログ、パンフレットなども雑誌として出せます。
  少量でもバラで出さないでください!

箱を分解して、十文字に縛ってください。

(5)

(6)
つぶして、ビニール袋などに入れて、口を縛ってください。
1,2本ではなく、ある程度の本数をまとめて出してください。
  スチール缶は、回収対象外です!

アルミトレーなどのアルミ素材
も回収対象となりました。

ガムテープや、段ボール箱でまとめた
りしないでください。

 

全 戸 配 布



資源集団回収 Q＆A 

 

Q１ 新聞や雑誌を、新聞雑誌用ビニール袋で出すことはできますか。 

A１ できます。その場合には、ビニール袋の口を縛るだけでかまいません。 

 

Q２ パンフレット、リーフレット、カタログなど、雑誌として出すか、雑紙として出すか悩むのですが。 

A２ どちらでも構いませんが、まとめて十文字に縛っていただければ、雑誌として回収いたします。 

 

Q３ シュレッダーごみは、資源ごみとして、出すことはできますか。 

A３ シュレッダーごみも、雑紙として出すことができます。透明／半透明のビニール袋に入れて口を縛ってください。 

 

Q４ 酒類など、裏が銀色の紙パックは、資源ごみとして、出すことはできますか。 

A４ できなくなりました。裏が銀色の紙パックは、八王子市の紙パック回収日などに出してください。 

 

Q５ 使い捨てのアルミトレーなどは、資源ごみと出すことはできますか。 

A５ できるようになりました。アルミトレーなどのアルミ素材は、アルミ缶と同様に、資源ごみとして回収いたします。 

 

Q６ 資源ごみに、重さ制限などはありますか。 

Ａ６ 常識の範囲であれば、特にありません。 

 紐で十文字に縛る、透明／半透明のビニール袋に入れて口を縛るなど、バラけないようにして出してください。 

 

Ｑ７ 資源ごみが回収されていなかった場合には、再回収はしてくれますか。 

Ａ７ 申し訳ありませんが、再回収はしておりません。翌週の回収実施日に出してください。 

 回収し忘れが生じないように、道路から見やすい位置に、資源ごみを出してくださるようご協力ください。 

 

Ｑ７ 古着古布を資源ごみとして出す際に、注意すべき点はありますか。 

Ａ７ リユースできないもの（濡れたもの、汚れがひどいもの、カビが生えているもの）は、資源ごみになりません。 

 濡れたり、汚れたりしないように、透明／半透明のビニール袋に入れて、口をしっかり縛ってください。 

 雨天、雨が降りそうな時には、翌週の回収実施日に出すようにしてください。 

 

Ｑ８ 資源ごみとして出せない古着古布には、どんなものがありますか。 

Ａ８ 回収できない品目としては、布団、座布団、枕、ベッドマット、クッション類、ジュータン、カーペット、マット類、便座

カバー、こたつ用掛け敷、電気毛布、カーテン類、ぬいぐるみ、ペット用に使用したものなどがあります。 

 

＊ご不明点、ご意見などがございましたら、環境部会までご照会ください。 

＊自治会のホームページやユミコムのお問い合わせ機能をご利用できます。 

 

 




